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第１章 総 論 

 

第１ 行政改革の基本的事項  

１ 行政改革大綱及び同推進計画 

 ⑴ 行政改革大綱の策定趣旨 

 行政改革大綱は、本市が取り組むべき行政改革の基本理念及び基本方針を定め、長期

総合計画に掲げる政策の実現を支える行政改革の指針として、中・長期的な行財政運営

のあり方を示すものである。 

 ⑵ 行政改革大綱の推進期間 

 行政改革大綱の推進期間は、平成２３年度を初年度とし、平成２７年度を目標年度と

する５年間とする。 

 ただし、推進期間内においても、本市の行財政を取り巻く環境に著しい変化が生じた

場合には、適切に見直しを行うものとする。 

 ⑶ 行政改革大綱推進計画 

 行政改革大綱を踏まえて行政改革を具体的かつ計画的に推進するため、推進内容及び

時期等の方策を明らかにした行政改革大綱推進計画を策定するものとし、その推進状況

に基づき毎年度見直しを図っていく。 

 

２ 行政改革の推進体制 

 行政改革を推進するに当たっては、市長のリーダーシップの下に、全職員が危機意識と

改革意欲を共有するとともに、市民の意見を反映しながら、市民と行政とが協力・協働し

て取り組むことが重要であり、次のような推進体制により行政改革を推進する。 

 ⑴ 行政改革本部 

 本市では、従来から、市長を本部長とする行政改革本部が中心となって行政改革を推

進しており、行政改革大綱の策定及びその推進に当たり、引き続き行政改革本部がその

中心的役割を果たす。 

 ⑵ 行政改革推進委員会 

 行政改革推進委員会は、行政改革大綱の実施状況について審議し、必要に応じ、市長

に対して助言、勧告等を行う附属機関として設置しており、行政改革の推進過程におい

て市民等の意見を反映する役割を担う。 

 

３ 目標の数値化・具体化 

 行政改革の実効性を高め、行財政運営の質的向上を図るためには、目標年度及び達成水

準等の目標の数値化が重要となる。そこで、行政改革大綱の各推進項目においては、可能

な限り数値化・具体化した目標を設定し、この数値目標等を基に達成状況を測定しながら
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行政改革を推進していく。 

 

４ 推進状況の公表等 

 行政改革大綱の推進状況に基づき、毎年度、行政改革大綱推進計画の見直しを行うとと

もに、行政改革大綱に基づく成果等について、市報、ホームページ等を通じて市民に分か

りやすく公表する。 
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第２ 行政改革の背景と必要性  

 地方自治法第２条には、地方公共団体の責務について、住民の福祉の増進に努めるとと

もに、「最尐の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」、「常にその組織及

び運営の合理化に努める」ことが定められている。 

 本市では、平成３年５月に第一次となる行政改革大綱を策定して以来、平成１８年３月

に改定した第四次行政改革大綱（平成１８年度～平成２２年度）まで、事務事業の見直し、

施設の有効活用、職員数の削減など、効率的かつ効果的な行財政運営の推進を図るため、

行政改革への不断の取組を行ってきた。一方で、平成１８年に行政改革大綱を改定してか

ら既に４年を経過し、その推進期間が平成２２年度をもって終了するが、その間にも社会

経済情勢をはじめとする本市を取り巻く環境に変化が生じている。 

 こうした環境の変化に適切に対応し、「人と人との『絆
きずな

』を大切にした信頼の市政」を

着実に推進するため、これまでの行政改革の成果を踏まえながら新たな行政改革大綱を策

定し、更なる取組を進めていく必要がある。 

 

１ 社会経済情勢の変化 

 我が国は、尐子高齢化の急速な進展に伴い、平成１７年には出生数から死亡数を引いた

人口の自然増減数が初めて減尐し、その後、平成２０年から連続して人口の減尐が続くな

ど、本格的な人口減尐時代の到来を迎えた。本市の場合、人口は微増で推移しているが、

高齢化率は平成２３年１月現在２０.６％であり、超高齢社会と呼ばれる水準に達しよう

としている。このため、将来的に高齢者関係の社会保障給付費の増加や労働力人口の減尐

に伴う市税収入への影響が予測され、尐子高齢社会・人口減尐社会を見据えた行政運営が

必要である。 

 また、平成２０年９月のアメリカ大手投資銀行の破たん（いわゆるリーマン・ショック）

を契機に深刻化した世界的な金融危機は、日本経済にも大きな打撃を与えた。今日、海外

経済の改善を起点として、景気は緩やかに回復しつつあるが、失業率が高水準にあるなど

依然として厳しい状況にある。市民生活への影響も深刻であり、各分野でセーフティネッ

トの充実が求められている。 

 

２ 地方分権の進展 

 平成１２年４月の地方分権一括法の施行により、地方公共団体は、自己決定及び自己責

任の原則に基づき、その創意と工夫によって、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を

図ることが強く求められるようになった。その後、第二期地方分権改革に向けて、地方分

権改革推進委員会の４次にわたる勧告、地方分権改革推進計画の閣議決定等が行われ、平

成２１年の政権交代後は、地域主権戦略会議での検討を経て、平成２２年６月に地域主権

戦略大綱の閣議決定が行われるなど、その動きが活発化している。 

 今後、地方分権の進展により、義務付け・枠付けの見直し、権限の移譲等が更に進み、

基礎自治体である市町村の役割がますます高まっていくものと予想され、本市においても、

これに対応できるよう行政機能の向上を図っていく必要がある。 
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 また、自己決定権の拡大に伴い、公正の確保及び透明性の向上を図ることがより一層重

要となる。市には、行政活動の過程や成果、克服すべき課題等について、積極的に市民に

情報を提供し、十分に説明責任を果たすことにより、認識を共有していく姿勢が求められ

ている。 

 

３ 公共サービス提供主体の多様化 

 尐子高齢化や高度情報化の進展、環境問題に対する危機意識等を背景に、市民の価値観

や生活様式は大きく変化している。それに伴い、市民需要もますます複雑多様化しており、

行政のみでこれに対応していくことは、質的にも量的にも限界がある。 

 近年、公共サービスの各分野で、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等の市民活動団体や企

業による活動が活発化し、制度面でも平成１５年の地方自治法の改正により指定管理者制

度が創設されるなど、民間開放の動きが加速している。 

 そこで、本市においても、補完性の原理を基本として、これまで行政が提供してきた公

共サービスを改めて検証し、柔軟に対応していくことが必要であり、多様な主体による公

共サービスの提供に向けて、地域経営の観点から、市民との協働、民間活力の導入等の取

組を進めていくことが求められている。 

 

４ ＩＣＴ（情報通信技術）の発展 

 インターネットや携帯電話に代表されるＩＣＴ（情報通信技術）の飛躍的発展は、工業

社会から高度情報通信ネットワーク社会へと、世界規模での社会経済構造の転換をもたら

し、市民生活にもそれらを活用した新しいコミュニケーション手段が浸透してきている。 

 我が国では、次世代ＩＣＴ社会の実現を目指し、u-Japan 政策を積極的に進めており、

国及び地方公共団体においては、電子政府・電子自治体の構築に向けて、情報基盤の整備

に取り組んでいる。 

 地方分権の進展等に伴う新たな行政課題への迅速な対応が要求される中で、本市におい

ても、ＩＣＴを行政改革の重要な手段と位置付け、これを効果的に導入し、情報安全性の

確保に留意しながら電子自治体を推進することで、業務の効率化及び高度化を図り、より

質の高い市民サービスを提供していくことが求められている。 

 

５ 厳しい財政状況への対応 

 本市の財政状況は、健全化判断比率の財政指標においては健全性を維持しているところ

であるが、歳入の根幹を成す市税収入は、平成１０年度をピークに減尐に転じ、平成１５

年度から平成１８年度にかけて１００億円台を割り込んだ。平成１９年度以降、三位一体

の改革による税源移譲、大型商業施設の開業等で市税収入は増加したものの、景気の低迷

により再び減尐しており、財源不足が深刻化している。一方、児童福祉費、生活保護費等

の扶助費や繰出金等の歳出は増加傾向にあり、ここ数年の経常収支比率が９０％台で推移

していることが示すように、財政の硬直化は顕著となっている。 

 今後、学校施設をはじめ道路、下水道等の社会基盤の老朽化による更新や尐子高齢化が

財政需要を高める要因になると予想され、また、経済情勢や雇用環境の動向も本市の財政
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に大きな影響を与えることになるため、今後とも健全な財政運営の堅持に向けた取組が重

要である。 

 

６ 組織活力の維持向上 

 本市では、団塊の世代の大量退職により、短期間のうちに職員の世代交代が大きく進ん

でいる。また、継続的に職員数の削減に取り組み、組織機構及び職員体制の簡素合理化を

進めてきたが、これは同時に、より限られた職員数で、複雑高度化する行政課題に対応し

ていく必要があることを意味する。 

 このため、市は、簡素で効率的かつ機動的な組織機構を基本に、長期的な視点に立って

人材育成の強化を図るとともに、職員の意識改革を進めることで、自らの組織の活力を維

持及び向上させ、組織の能力を最大限に発揮していくことが求められている。 
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第３ 行政改革の基本的な考え方  

１ 行政改革の基本理念 

 本市を取り巻く環境が変化する中で、これまで築き上げてきた個々の行政サービスの水

準を将来的にも維持するとともに、新たな市民需要や行政課題に的確に対応し、「生活重

視のまちづくり」を推進するためには、更なる行政改革が不可欠である。 

 これまでの「管理型行政運営」では、法令遵守や事務事業の執行手続が重視され、事務

処理が適正に行われているかどうかに重点が置かれてきた。しかし、市民の価値観や生活

様式が多様化する中で、行政サービスがどれだけ市民需要を反映したものになっているか

が重要となり、提供された行政サービスによって、市民満足度がどの程度向上したかが成

果として求められるようになってきた。 

 経費の節減、職員数の削減等を主眼としたこれまでの量的な行政改革は、行政運営の効

率化に一定の成果を挙げており、継続していく必要があるが、今後は更に行政を経営する

という新たな視点に立ち、限られた経営資源（人材、施設、資金、情報等）を有機的に結

び付け、迅速性、的確性、効率性及び実効性を追求し、市民本位の質の高い行政サービス

をより効率的に提供できる質的な行政改革も併せて行うことによって、「経営型行政運営」

への転換が必要である。 

 以上のような観点から、本市の行政改革の基本理念を次のように定める。 

【基本理念】 

 経営型行政運営への転換 

  －持続可能な行財政基盤の確立と 

    協働・連携による市民本位の公正で開かれた市政の実現－ 

 

２ 行政改革の視点 

 経営型行政運営への転換を図り、生活者や納税者の視点に立った市民本位の良質な行政

サービスの提供と、これを継続的に提供できる自立的な行財政基盤の確立を目指すため、

次の五つの視点から行政改革を推進する。 

 ⑴ 市民満足度の向上 

 顧客である市民の需要や期待に基づき、目的意識を持って迅速かつ的確にサービスを

提供することで市民満足度の向上を目指す行政運営を推進する。 

 ⑵ 適切な役割分担及び連携 

 協働によるまちづくり、企業や民間団体等による適正なサービスの提供などを通じて、

「新しい公共空間」の創出を図り、行政と市民との適切な役割分担及び相互連携による

行政運営を推進する。 

 ⑶ 説明責任の徹底 

 行政活動の状況について積極的に市民に情報を提供し、説明責任を果たすことで、公

正の確保及び透明性の向上を図り、市民に分かりやすい開かれた行政運営を推進する。 
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 ⑷ 経営資源の有効活用 

 職員が能力を発揮し、主体的、創造的に行政運営に携わるとともに、公共施設の有効

活用、成果志向の予算編成と効率的な執行、行政内部や行政と市民との情報共有に取り

組むなど、経営資源を有効に活用して機能的な行財政運営を推進する。 

 ⑸ 安定性及び持続可能性の確保 

 安心で活力ある地域社会の実現に資するため、健全な財政運営の維持、次代を担う職

員の育成など、長期的な視点に立ち、安定性及び持続可能性を確保した行財政運営を推

進する。 

 

３ 行政改革の基本方針 

 行政改革の基本理念を具現化するため、五つの視点を踏まえて、次のとおり基本方針を

定める。 

【基本方針】 

 Ⅰ 最適な行政サービスの創造（質的改革） 

 複雑多様化する市民需要に的確に対応するため、職員の更なる能力の向上を図ると

ともに、前例や慣習にとらわれない分権型・協働型社会に対応した市民本位の行政運

営を推進し、行政サービスの質的向上を図る。 

 Ⅱ 自立的な行財政基盤の確立（量的改革） 

 現下の経済・財政状況等に対処し、最尐の経費で最大の効果を挙げるため、経費の

節減、職員定数の適正化、事務の省力化等に引き続き取り組むとともに、成果重視の

視点から事業の選択と重点化を図り、簡素で効率的な行財政運営をより一層推進する。 
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第２章 行政改革の推進体系及び推進項目一覧 

 

第１ 行政改革の推進体系  

 二つの行政改革の基本方針を柱として、次のとおり行政改革の推進体系を定める。 

 

【改革の柱①】最適な行政サービスの創造（質的改革） 

 

① 

最
適
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
創
造 

 
 

（ 

質 

的 

改 

革 

） 

 第１ 利便性及び快適性の向上   １ 窓口等サービスの向上 
   
     
    ２ 行政手続等のオンライン化 
    
     
     
 第２ 公正の確保及び透明性の向上   １ 情報の共有化 
   
     
    ２ 市民意見の反映 
    
     
    ３ 信頼性の確保 
    
     
     
 第３ 参加及び協働の推進   １ 市民参加及び協働 
   
     
    ２ 地域協働の推進 
    
     
    ３ コミュニティの活性化 
    
     
     
 第４ 職員の能力向上及び意識改革   １ 人材育成の推進 
   
     
    ２ 創造的活動の支援 
    

 

【改革の柱②】自立的な行財政基盤の確立（量的改革） 

 

② 

自
立
的
な
行
財
政
基
盤
の
確
立 

 
 

（ 

量 

的 

改 

革 

） 

 第１ 業務改善の推進   １ 事務事業の重点化 
   
     
    ２ 事務事業の再編整理 
    
     
    ３ 事務執行の効率化 
    
     
    ４ 行政情報化の推進 
    
     
     
 第２ 公共施設の効率的な管理運営   １ 公共施設の有効活用 
   
     
    ２ 民間活用の推進 
    
     
    ３ 公共施設の見直し 
    
     
     
 第３ 持続可能な財政基盤の構築   １ 自立的な財政運営 
   
     
    ２ 歳入の確保 
    
     
    ３ 歳出の合理化 
    
     
     
 第４ 業務執行体制の整備   １ 組織機構等の最適化 
   
     
    ２ 職員給与等の適正化 
    
     
    ３ 危機管理体制の強化 
    
     
    ４ 関係団体の活性化 
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第２ 行政改革の推進項目一覧  

【改革の柱①】最適な行政サービスの創造（質的改革） 

 

      推 進 項 目 項番         数値目標等 頁 

第 １  利便性及び快適性の向上    13 

 １  窓口等サービスの向上    13 

  ⑴ 窓口利用時間の延長等の実施 01 23年度 窓口利用時間の延長の検証等 13 

  ⑵ 公金の納付方法の多様化 02 23年度 
市税に係るコンビニエンスストア収納の導入 
マルチペイメントネットワークによる電子納付等の検討 

13 

  ⑶ 手続の簡素化 03 24年度 申請・届出手続の改正 13 

  ⑷ 近隣市町との公共施設の相互利用 04 23年度 
図書館の相互利用開始 
公共施設の相互利用に向けた検討・協議 

14 

  ⑸ 市民満足度の把握・活用 05 24年度 市民満足度調査の実施 14 

 ２  行政手続等のオンライン化    14 

  ⑴ 電子申請サービスの拡充 06 27年度 電子申請対象サービス数 １５種類 14 

  ⑵ 電子調達サービスの推進 07 23年度 電子入札サービスの拡大，入札情報サービスの実施 14 

  ⑶ 住民基本台帳カードの普及促進 08 27年度 住民基本台帳カード発行枚数 １万枚 15 

  ⑷ 公共施設予約システムの導入 09 26年度 公共施設予約システムの導入 15 

  ⑸ 地理情報システムの導入 10 23年度 地理情報システムの導入 15 

第 ２  公正の確保及び透明性の向上    16 

 １  情報の共有化    16 

  ⑴ ホームページの充実 11 27年度 ホームページアクセス件数 ５０万件 16 

  ⑵ 情報提供サービスの推進 12 
24年度 
27年度 

情報提供サービスの配信内容の拡大 
情報提供サービス登録者数 ３千人 

16 

  ⑶ ホームページでの目録検索 13 23年度 ホームページでの目録検索の検討 16 

  ⑷ 出前講座の見直し 14 27年度 出前講座の講座数 ７０講座 17 

  ⑸ 各種財政情報の公表 15 24年度 財政白書等の作成・公表 17 

  ⑹ 庁議の会議録（要旨）の公表 16 24年度 庁議の会議録（要旨）の公表 17 

 ２  市民意見の反映    17 

  ⑴ タウンミーティングの実施 17 各年度 タウンミーティング実施回数 延べ１０回 17 

  ⑵ 広聴手段の充実 18 25年度 新たな広聴手段の導入 18 

  ⑶ 意見公募手続の制度化 19 23年度 意見公募手続に係る規程の整備 18 

 ３  信頼性の確保    18 

  ⑴ 公務員倫理・法令遵守の徹底 20 23年度 公務員倫理マニュアルの作成 18 

  ⑵ 入札・契約制度の改善 21 23年度 最低制限価格の見直し 18 

  ⑶ 外部監査制度の導入 22 23年度 外部監査制度の導入検討 19 

  ⑷ オンブズパーソン制度の導入 23 23年度 オンブズパーソン制度の導入検討 19 

第 ３  参加及び協働の推進    20 

 １  市民参加及び協働    20 

  ⑴ 自治基本条例の再検討 24 26年度 自治基本条例の再検討 20 

  ⑵ 審議会等への参加機会の拡充 25 27年度 公募委員比率 ２５％ 20 
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      推 進 項 目 項番         数値目標等 頁 

  ⑶ 男女共同参画の推進 26 27年度 女性委員比率 ４０％ 20 

 ２  地域協働の推進    21 

  ⑴ 協働事業提案制度の創設 27 23年度 協働事業提案制度の創設 21 

  ⑵ 
公園・緑地等ボランティア制度の
推進 

28 27年度 公園・緑地等ボランティア登録数 １００人 21 

  ⑶ グリーンヘルパー制度の創設 29 23年度 グリーンヘルパー制度の創設検討 21 

  ⑷ 
ボランティア人材パートナーズ制
度の推進 

30 27年度 ボランティア人材パートナーズ登録者数 ４０人 21 

  ⑸ 協働による市民便利帳の発行 31 23年度 協働による市民便利帳の発行 22 

  ⑹ 大学等との連携推進 32 23年度 大学等との連携推進に向けた検討・協議 22 

 ３  コミュニティの活性化    22 

  ⑴ コミュニティづくりの推進 33 27年度 
自治会加入率 ５０％  自主防災組織結成率 ５０％ 
自主防犯組織結成率 ３２％ 

22 

  ⑵ 職員地域担当制の導入 34 24年度 職員地域担当制の導入 22 

  ⑶ 
情報通信技術を活用したコミュニ
ケーションツールの検討 

35 23年度 
情報通信技術を活用したコミュニケーションツールの
検討 

23 

  ⑷ コミュニティビジネスの支援 36 25年度 コミュニティビジネス支援策の実施 23 

第 ４  職員の能力向上及び意識改革    24 

 １  人材育成の推進    24 

  ⑴ 人事考課制度の本格実施 37 25年度 人事考課制度の本格実施移行 24 

  ⑵ 複線型人事管理制度の導入 38 23年度 複線型人事管理制度の導入検討 24 

  ⑶ 職員研修の充実 39 23年度 嘱託員研修の実施 24 

  ⑷ 職員の健康管理 40 23年度 
健康相談事業の周知徹底 
メンタルヘルスに関する情報提供 

25 

 ２  創造的活動の支援    25 

  ⑴ 職員提案制度の活用 41 各年度 職員提案件数 ５件 25 

  ⑵ 自主研究グループ活動の促進 42 23年度 自主研究グループ活動の成果周知・活用 25 

 



 

- 11 - 

【改革の柱②】自立的な行財政基盤の確立（量的改革） 

 

      推 進 項 目 項番         数値目標等 頁 

第 １  業務改善の推進    26 

 １  事務事業の重点化    26 

  ⑴ 部局マニフェストの作成 43 24年度 部局マニフェストの作成・公表 26 

  ⑵ 行政評価制度の推進 44 
23年度 
24年度 

外部評価の対象拡大 
政策・施策評価の導入 

26 

 ２  事務事業の再編整理    27 

  ⑴ 事務事業の合理化 45 
23年度 
24年度 
〃 

休日診療・休日歯科診療の見直し 
各種福祉手当の見直し 
歳入歳出決算審査意見書の見直し 

27 

  ⑵ 民間委託の推進 46 23年度 小学校給食調理等業務の委託検討 27 

 ３  事務執行の効率化    27 

  ⑴ 文書審査の見直し 47 23年度 文書審査の見直しの検討 27 

  ⑵ 公共料金の一括支払 48 24年度 公共料金の一括支払開始 27 

  ⑶ ＩＰ電話の導入 49 23年度 ＩＰ電話の調査・研究 28 

 ４  行政情報化の推進    28 

  ⑴ 文書管理システムの導入 50 23年度 文書管理システムの導入検討 28 

  ⑵ 校務支援システムの導入 51 23年度 
校務支援システムの導入（村山学園） 
校務支援システムの導入検討（その他の小・中学校） 

28 

  ⑶ 電子計算組織の全体最適化 52 26年度 電子計算組織の全体最適化に向けた見直し 28 

第 ２  公共施設の効率的な管理運営    29 

 １  公共施設の有効活用    29 

  ⑴ 公共施設白書の作成 53 25年度 公共施設白書の作成 29 

  ⑵ 施設改修計画の策定 54 25年度 施設改修計画の策定 29 

  ⑶ 省エネルギー対策の推進 55 24年度 省エネルギー設備への改修等 29 

 ２  民間活用の推進    30 

  ⑴ 公共施設の自主管理 56 23年度 公共施設の自主管理に向けた検討 30 

  ⑵ 指定管理者制度の活用 57 24年度 つみき保育園への指定管理者制度の導入 30 

  ⑶ ＰＦＩ手法の活用 58 24年度 ＰＦＩ手法の活用検討 30 

  ⑷ 借上公営住宅の検討 59 23年度 借上公営住宅の検討 30 

 ３  公共施設の見直し    31 

  ⑴ 若草集会所のあり方の検討 60 23年度 若草集会所のあり方の検討 31 

  ⑵ 防災対策用資材センターの利活用 61 23年度 防災対策用資材センターの利活用の検討 31 

第 ３  持続可能な財政基盤の構築    32 

 １  自立的な財政運営    32 

  ⑴ 中期財政計画の策定 62 24年度 中期財政計画の策定 32 

  ⑵ 各種財政指標の改善 63 27年度 
経常収支比率 ９０.０％  自主財源比率 ６０.０％ 
公債費比率 ５.０％ 

32 

  ⑶ 新地方公会計制度への対応 64 23年度 財務書類４表の作成・公表 32 

 ２  歳入の確保    33 

  ⑴ 市税等収納対策の強化 65 27年度 
市税収納率 ９５.０％ 
国民健康保険税収納率 ７５.０％ 

33 
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      推 進 項 目 項番         数値目標等 頁 

  ⑵ 債権管理取扱指針の作成 66 24年度 債権管理取扱指針の作成 33 

  ⑶ 新たな財源の確保 67 
23年度 
24年度 

法定外税の調査・研究，超過課税の調査・研究 
思い出ベンチの導入 

33 

  ⑷ 事務手数料の見直し 68 23年度 各種事務手数料の改定検討 33 

  ⑸ 公の施設使用料の見直し 69 23年度 公の施設使用料の検証 34 

  ⑹ 公有財産の有効活用 70 24年度 公有財産の売却等 34 

  ⑺ 財源措置の要請 71 各年度 財源措置の要請 34 

 ３  歳出の合理化    34 

  ⑴ 補助金等の整理合理化 72 各年度 補助金等交付額 ７億５千万円以内 34 

  ⑵ 非常勤特別職の報酬等の検証 73 23年度 非常勤特別職の報酬等の検証 35 

  ⑶ 時間外勤務等の抑制 74 各年度 時間外勤務及び休日勤務時間数 ４万時間以内 35 

  ⑷ 特別会計の経営健全化 75 27年度 
国 保 繰出金割合 ２０％以内 
下水道 繰出金割合 １５％以内 

35 

  ⑸ 計画的な基金管理・運用 76 各年度 財政調整基金残高 標準財政規模の５％以上 35 

第 ４  業務執行体制の整備    36 

 １  組織機構等の最適化    36 

  ⑴ 組織機構の整備 77 各年度 組織機構の整備 36 

  ⑵ グループ制の推進 78 各年度 グループ制の推進 36 

  ⑶ 定員管理の適正化 79 27年度 職員定数 ３７０人 36 

  ⑷ 勤務時間の弾力的運用 80 25年度 時差勤務制度の導入 37 

 ２  職員給与等の適正化    37 

  ⑴ 給与制度の見直し 81 23年度 通勤手当の見直し 37 

  ⑵ 旅費制度の見直し 82 24年度 日当の部分廃止 37 

 ３  危機管理体制の強化    37 

  ⑴ 危機管理体制の整備 83 24年度 危機管理マニュアルの作成 37 

  ⑵ 事業継続計画の策定 84 
23年度 
25年度 

事業継続計画の策定（新型インフルエンザ編） 
事業継続計画の策定（震災編） 

38 

  ⑶ 災害図上訓練の実施 85 25年度 災害図上訓練の実施 38 

 ４  関係団体の活性化    38 

  ⑴ 社会福祉協議会の自立促進 86 26年度 職員派遣の打切り 38 

  ⑵ シルバー人材センターの自立促進 87 25年度 運営資金貸付金の貸付期間及び貸付額の縮小 38 
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第３章 行政改革の推進項目 

 

【改革の柱①】最適な行政サービスの創造（質的改革） 

 

第１ 利便性及び快適性の向上  

市民の信託に基づく市政という原点に立ち返り、生活者や納税者の視点から利便性及び

快適性の向上に取り組み、市民満足度の高い行政サービスの提供を目指す。 

 

１ 窓口等サービスの向上 

推 進 項 目 項番 ０１ 窓口利用時間の延長等の実施 

主 管 課 企画政策課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 通常の開庁時間に来庁できない市民等の利便性を考慮して、毎週木曜日に本庁舎で

実施している窓口利用時間の延長について、利用実績の推移、費用対効果等を検証し

ながら継続するとともに、需要に応じて臨時の休日開庁を実施する。 

数値目標等 平成２３年度：窓口利用時間の延長の検証等 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ０２ 公金の納付方法の多様化 

主 管 課 収納課，文書情報課，会計課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 納付機会を拡充し、期限内納付の促進及び収納率の向上を図るため、コンビニエン

スストア収納をはじめ、マルチペイメントネットワークによる電子納付、クレジット

カード決済を利用して市税、保育料等の公金を納付できる仕組みを順次構築する。 

数値目標等 
平成２３年度：市税に係るコンビニエンスストア収納の導入【収納課，会計課】 

       マルチペイメントネットワークによる電子納付等の検討【文書情報課】 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ０３ 手続の簡素化 

主 管 課 文書情報課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 申請・届出手続の負担軽減を図るため、押印、記載事項等の必要性について全体的

な見直しを行い、できる限り各種申請・届出用紙の簡略化・統合化、押印の廃止及び

添付書類の削減を進めるとともに、市民に対して手続方法等の周知に努める。 

数値目標等 平成２４年度：申請・届出手続の改正 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 実施 ➪ ➪ ➪ 
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推 進 項 目 項番 ０４ 近隣市町との公共施設の相互利用 

主 管 課 生涯学習スポーツ課，図書館 連 携 課  

推 進 内 容 

 図書館、地区会館等の公共施設について、経費を抑制しつつ利便性の高いサービス

が提供できるよう、近隣市町との相互利用に向けて、実施環境の整備に関する検討、

協議を行い、順次実施する。 

数値目標等 
平成２３年度：図書館の相互利用開始【図書館】 

       公共施設の相互利用に向けた検討・協議【生涯学習スポーツ課】 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ０５ 市民満足度の把握・活用 

主 管 課 企画政策課 連 携 課  

推 進 内 容 

 行政需要を的確に把握し、市民の視点から行政サービスを提供するため、市民意識

調査のほか、窓口アンケート等多様な手段を用いて市民満足度調査を行うなど、行政

サービスに対する市民の満足度を測る仕組みを構築する。 

数値目標等 平成２４年度：市民満足度調査の実施 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 実施 ➪ ➪ ➪ 

 

２ 行政手続等のオンライン化 

推 進 項 目 項番 ０６ 電子申請サービスの拡充 

主 管 課 文書情報課，関係各課 連 携 課  

推 進 内 容 
 時間的、場所的な制約を受けずに申請・届出手続を行えるよう、電子申請の対象サ

ービスの拡大に向けて積極的な検討を行い、電子申請サービスの活用を促進する。 

数値目標等 平成２７年度：電子申請対象サービス数 １５種類 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ０７ 電子調達サービスの推進 

主 管 課 総務契約課 連 携 課 文書情報課 

推 進 内 容 

 電子調達サービスの本格実施により事業者の利便性向上を図り、調達費用の低廉化

及び行政事務の効率化を進めるため、入札参加資格審査・受付に加えて、電子入札、

入札情報の各サービスを順次導入、推進する。 

数値目標等 平成２３年度：電子入札サービスの拡大，入札情報サービスの実施 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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推 進 項 目 項番 ０８ 住民基本台帳カードの普及促進 

主 管 課 市民課 連 携 課 文書情報課 

推 進 内 容 

 電子自治体の基盤をなす住民基本台帳カードの普及を促進するため、窓口等で周知

を図るとともに、利便性向上の観点から、印鑑登録証、図書館カード等としても利用

可能なカードの多機能化について検討する。 

数値目標等 平成２７年度：住民基本台帳カード発行枚数 １万枚 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ０９ 公共施設予約システムの導入 

主 管 課 生涯学習スポーツ課 連 携 課 文書情報課 

推 進 内 容 
 公共施設の情報端末のほか、インターネットを通じて自宅や勤務先から各公共施設

の空き状況の確認や予約ができる公共施設予約システムについて検討、導入する。 

数値目標等 平成２６年度：公共施設予約システムの導入 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ 導入 ➪ 

 

推 進 項 目 項番 １０ 地理情報システムの導入 

主 管 課 文書情報課，関係各課 連 携 課  

推 進 内 容 
 市民サービスの向上及び全庁的な事務の効率化を図るため、道路、施設、土地利用

等の多様な地理情報を高度利用できる地理情報システムについて検討、導入する。 

数値目標等 平成２３年度：地理情報システムの導入【防災安全課，道路公園課】 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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第２ 公正の確保及び透明性の向上  

市民に信頼される公平・公正な行政運営を推進するため、行政手続の適正化や法令遵守、

公務員倫理の徹底を図る。 

また、市政情報を市民に分かりやすく提供し、情報の共有化を推進することにより透明

性の向上を図るとともに、多様な機会における市民との対話を通じて市民需要を把握する

よう努める。 

 

１ 情報の共有化 

推 進 項 目 項番 １１ ホームページの充実 

主 管 課 秘書広報課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 統計資料、地域情報等の掲載内容を充実し、閲覧者が容易に情報を得られるよう、

高齢者、障害者等に配慮しながら使いやすさの改善に努めるほか、アンケート機能の

活用、ツイッターでの情報発信等について検討を進め、ホームページの充実を図る。 

数値目標等 平成２７年度：ホームページアクセス件数 ５０万件 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 １２ 情報提供サービスの推進 

主 管 課 秘書広報課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 迅速な情報提供により市民生活の安全性及び利便性を確保するため、電子メールで

犯罪・災害・市政情報を配信する情報提供サービスについて、即時性の向上に努め、

配信内容に選挙速報、検診案内等を加えるなど充実を図る。 

数値目標等 
平成２４年度：情報提供サービスの配信内容の拡大 

平成２７年度：情報提供サービス登録者数 ３千人 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 実施 ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 １３ ホームページでの目録検索 

主 管 課 文書情報課 連 携 課 秘書広報課 

推 進 内 容 
 情報公開制度の充実を図るため、文書管理システムの導入に合わせて、公文書等の

目録情報を電子化し、ホームページ上で検索可能なシステムの導入を検討する。 

数値目標等 平成２３年度：ホームページでの目録検索の検討 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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推 進 項 目 項番 １４ 出前講座の見直し 

主 管 課 生涯学習スポーツ課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 市政情報の共有による開かれた市政を推進するため、関係機関との連携、外部講師

の活用等を図りながら「出前講座むさしむらやま塾」の講座内容を充実し、更なる利

用促進に努める。 

数値目標等 平成２７年度：出前講座の講座数 ７０講座 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 １５ 各種財政情報の公表 

主 管 課 財政課 連 携 課  

推 進 内 容 

 財政運営の透明性を確保するため、予算・決算の概要、財政指標等の公表に加え、

財政状況を分かりやすくまとめた財政白書等の資料を作成し、ホームページ、説明会

等を活用して市民に公表する。 

数値目標等 平成２４年度：財政白書等の作成・公表 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 実施 ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 １６ 庁議の会議録（要旨）の公表 

主 管 課 企画政策課 連 携 課  

推 進 内 容 
 市政の透明性の向上を図るため、市政の基本施策を審議策定する市の最高審議機関

である庁議の会議録（要旨）をホームページ上で公表する。 

数値目標等 平成２４年度：庁議の会議録（要旨）の公表 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 実施 ➪ ➪ ➪ 

 

２ 市民意見の反映 

推 進 項 目 項番 １７ タウンミーティングの実施 

主 管 課 秘書広報課 連 携 課  

推 進 内 容 
 市民の期待や要望を的確に把握し、幅広く市政に反映させるため、地域別・テーマ

別に「市民と市長のタウンミーティング」を定期的に実施する。 

数値目標等 各年度：タウンミーティング実施回数 延べ１０回 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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推 進 項 目 項番 １８ 広聴手段の充実 

主 管 課 秘書広報課，企画政策課 連 携 課  

推 進 内 容 

 市長への手紙、市民提案制度等、既存の広聴機能の充実を図るとともに、電子アン

ケート、インターネットを活用した市政モニター制度等、新たな広聴手段の導入につ

いて検討する。 

数値目標等 平成２５年度：新たな広聴手段の導入【秘書広報課】 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ 実施 ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 １９ 意見公募手続の制度化 

主 管 課 企画政策課 連 携 課 文書情報課 

推 進 内 容 

 意思決定過程の公正及び透明性を確保するため、計画、条例等の重要な政策を決定

する際にあらかじめ案を公表し、広く市民の意見を求める意見公募手続（パブリック

コメント）について、実施対象、方法等を定めた規程を整備し、統一的な運用を図る。 

数値目標等 平成２３年度：意見公募手続に係る規程の整備 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

３ 信頼性の確保 

推 進 項 目 項番 ２０ 公務員倫理・法令遵守の徹底 

主 管 課 職員課 連 携 課 文書情報課 

推 進 内 容 

 引き続き必要な研修を行うほか、規程の制定やマニュアルの作成、職員意識調査等

により、職員一人ひとりに対する公務員倫理・法令遵守の徹底を図るとともに、公益

通報制度の適切な運用により、不正行為の是正及び防止に向けた取組を行う。 

数値目標等 平成２３年度：公務員倫理マニュアルの作成 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ２１ 入札・契約制度の改善 

主 管 課 総務契約課 連 携 課 財政課 

推 進 内 容 

 透明性の確保、公正な競争の促進等の観点から、最低制限価格の見直しをはじめ、

条件付き一般競争入札、総合評価方式等の導入、電子入札サービスの実施など、入札・

契約制度の改善に継続的に取り組む。 

数値目標等 平成２３年度：最低制限価格の見直し 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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推 進 項 目 項番 ２２ 外部監査制度の導入 

主 管 課 監査事務局 連 携 課  

推 進 内 容 
 市政運営の透明性を一層高めるため、監査委員による監査の充実を図るとともに、

弁護士、公認会計士等の専門家を活用した外部監査制度の導入について検討する。 

数値目標等 平成２３年度：外部監査制度の導入検討 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ２３ オンブズパーソン制度の導入 

主 管 課 秘書広報課 連 携 課  

推 進 内 容 

 市民本意の市政を推進するため、市民の市政に関する苦情を公正・中立的な立場で

調査し、必要に応じて勧告又は意見表明をすることで、市政の改善及び市民の権利・

利益の擁護を図る仕組みとして、オンブズパーソン制度の導入について検討する。 

数値目標等 平成２３年度：オンブズパーソン制度の導入検討 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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第３ 参加及び協働の推進  

行政と市民との相互信頼・協力関係に基づく市政を実現するため、多様な参加の機会を

確保する。 

また、行政と市民との適切な役割分担の観点から、市民活動団体、企業等多様な主体と

の協働・連携関係を構築し、行政の担うべき役割の明確化・重点化を図るとともに、これ

まで主に行政が担ってきた公共領域への参加を促す環境を整備する。 

 

１ 市民参加及び協働 

推 進 項 目 項番 ２４ 自治基本条例の再検討 

主 管 課 企画政策課 連 携 課  

推 進 内 容 
 住民自治を推進し、自立した地域社会の実現を図るため、最高規範性を有する自治

基本条例の制定に向けて、市民の理解促進及び意識醸成を図るための検討を進める。 

数値目標等 平成２６年度：自治基本条例の再検討 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

   検討 ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ２５ 審議会等への参加機会の拡充 

主 管 課 地域振興課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 審議会等における公募枠を拡大するとともに、地域に埋もれた新たな人材を発掘す

ることで、計画段階からの市民参加を促進し、市民各層の意見を市政に反映させるよ

う努める。 

数値目標等 平成２７年度：公募委員比率 ２５％ 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ２６ 男女共同参画の推進 

主 管 課 地域振興課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画計画（男女ＹＯＵ・Ｉプラン）に

基づき、審議会等への女性の積極的な参画を促進し、委員構成の均衡を図るとともに、

男女共同参画都市宣言、男女共同参画条例等の施策について検討する。 

数値目標等 平成２７年度：女性委員比率 ４０％ 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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２ 地域協働の推進 

推 進 項 目 項番 ２７ 協働事業提案制度の創設 

主 管 課 地域振興課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 市民の主体的な意欲を地域課題の解決に生かし、協働により地域を支え合う仕組み

づくりを推進するため、市民協働推進会議の報告を踏まえ、協働事業提案制度（市民

提案型まちづくり事業補助金）を創設する。 

数値目標等 平成２３年度：協働事業提案制度の創設 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ２８ 公園・緑地等ボランティア制度の推進 

主 管 課 道路公園課 連 携 課  

推 進 内 容 

 公園の利用及び地域コミュニティの活性化を図るため、公園・緑地等ボランティア

制度の周知徹底及び登録促進に努め、市民との協働による公園・緑地等の維持管理を

推進する。 

数値目標等 平成２７年度：公園・緑地等ボランティア登録数 １００人 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ２９ グリーンヘルパー制度の創設 

主 管 課 道路公園課 連 携 課  

推 進 内 容 
 市民の都市緑化意識の高揚を図るため、地域の身近な緑の実践指導を行うグリーン

ヘルパー制度の創設を検討する。 

数値目標等 平成２３年度：グリーンヘルパー制度の創設検討 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ３０ ボランティア人材パートナーズ制度の推進 

主 管 課 地域振興課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 地域における市民活動の促進及び協働のまちづくりを推進するため、知識、経験、

技能等を有する人材を登録、紹介するボランティア人材パートナーズ制度の周知徹底

及び登録促進に努める。 

数値目標等 平成２７年度：ボランティア人材パートナーズ登録者数 ４０人 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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推 進 項 目 項番 ３１ 協働による市民便利帳の発行 

主 管 課 秘書広報課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 
 企業との協働により日常生活に役立つ行政情報、地域情報等をまとめた市民便利帳

を発行し、市内全世帯に配布する。 

数値目標等 平成２３年度：協働による市民便利帳の発行 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ３２ 大学等との連携推進 

主 管 課 企画政策課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 大学の有する優れた施設や専門的な知識を地域づくりに活用するため、大学と連携

協力に関する協定を締結し、行財政全般にわたる連携協力を推進する。また、企業が

取り組む社会貢献活動との連携を積極的に推進する。 

数値目標等 平成２３年度：大学等との連携推進に向けた検討・協議 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

３ コミュニティの活性化 

推 進 項 目 項番 ３３ コミュニティづくりの推進 

主 管 課 地域振興課，防災安全課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 コミュニティ活動の活性化を図るため、活動拠点となる施設の整備・充実及び自治

会等の活動に対する支援に努めるほか、地域コミュニティ活性化検討協議会において

新たな対策を検討する。また、自主防災・自主防犯組織の結成促進及び育成を図る。 

数値目標等 

平成２７年度：自治会加入率 ５０％【地域振興課】 

       自主防災組織結成率 ５０％  自主防犯組織結成率 ３２％ 

                               【防災安全課】 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ３４ 職員地域担当制の導入 

主 管 課 地域振興課 連 携 課  

推 進 内 容 
 地域及び市民の実態を把握し、市民の意見等を幅広く市政に反映させるため、職員

がまちへ、現場へ積極的に出向く職員地域担当制を導入する。 

数値目標等 平成２４年度：職員地域担当制の導入 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 実施 ➪ ➪ ➪ 

 



 

- 23 - 

 

推 進 項 目 項番 ３５ 情報通信技術を活用したコミュニケーションツールの検討 

主 管 課 地域振興課 連 携 課  

推 進 内 容 

 市民相互の交流及び市政への参加を促進するため、日記、コミュニティ等の機能を

有する地域ＳＮＳなど情報通信技術を活用したコミュニケーションツールについて

検討する。 

数値目標等 平成２３年度：情報通信技術を活用したコミュニケーションツールの検討 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ３６ コミュニティビジネスの支援 

主 管 課 地域振興課 連 携 課  

推 進 内 容 

 地域の人材、施設等を生かしながら地域課題をビジネス的な手法により解決しよう

とするコミュニティビジネスの創出を促進するため、情報提供、研修会等の支援策に

ついて検討、実施する。 

数値目標等 平成２５年度：コミュニティビジネス支援策の実施 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ 実施 ➪ ➪ 
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第４ 職員の能力向上及び意識改革  

行政改革を真に実効性のあるものとするためには、職員の更なる能力向上が不可欠であ

る。職員一人ひとりが危機意識と改革意欲を持ち、現場感覚を生かしながら職務を遂行し、

組織の中で能力を最大限に発揮できるような環境づくりを推進する。 

 

１ 人材育成の推進 

推 進 項 目 項番 ３７ 人事考課制度の本格実施 

主 管 課 職員課 連 携 課  

推 進 内 容 

 職員の業績や職務への取組等を評価する人事考課制度について、試行を通じて制度

内容及び運用方法の改善を重ねるとともに、他市の動向等を踏まえ、考課結果の活用

方法について具体的に検討を進め、本格実施に移行する。 

数値目標等 平成２５年度：人事考課制度の本格実施移行 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ３８ 複線型人事管理制度の導入 

主 管 課 職員課 連 携 課  

推 進 内 容 

 職員が自らの適性や能力、希望等に応じて、ゼネラリスト（総合職）、スペシャリ

スト（専門職）又はエキスパート（専任職）の各ルートを選択できる複線型人事管理

制度の導入について検討する。 

数値目標等 平成２３年度：複線型人事管理制度の導入検討 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ３９ 職員研修の充実 

主 管 課 職員課 連 携 課  

推 進 内 容 

 職員の能力開発及び意識改革に資するよう、人材育成基本方針を踏まえ、助成制度

の充実により自己啓発の促進を図るほか、派遣研修、他団体交流等の職場外研修の充

実及び全庁的な職場内研修（ＯＪＴ）の推進に努める。 

数値目標等 平成２３年度：嘱託員研修の実施 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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推 進 項 目 項番 ４０ 職員の健康管理 

主 管 課 職員課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 業務の高度化、複雑化等に伴う職員のメンタルヘルス不調等を防止するため、職員

に健康管理の自覚を促すとともに、相談、研修等を通じた予防対策の充実及び復職時

の支援体制の整備を図り、働きやすい職場環境の確保及び公務効率の向上に努める。 

数値目標等 平成２３年度：健康相談事業の周知徹底，メンタルヘルスに関する情報提供 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

２ 創造的活動の支援 

推 進 項 目 項番 ４１ 職員提案制度の活用 

主 管 課 企画政策課 連 携 課  

推 進 内 容 

 職員からの改善意見の提案を奨励する職員提案制度について、推進月間を設定する

など制度の積極的な活用を促すことで、全庁的な意識改革の浸透を図り、事務能率の

改善及び市民サービスの向上に資する。 

数値目標等 各年度：職員提案件数 ５件 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ４２ 自主研究グループ活動の促進 

主 管 課 職員課 連 携 課  

推 進 内 容 

 職員の自己啓発意欲の高揚及び政策形成能力の向上を図るため、自主研究グループ

活動への支援を拡充するとともに、活動成果を広く職員に周知し、これを積極的に活

用するよう努める。 

数値目標等 平成２３年度：自主研究グループ活動の成果周知・活用 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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【改革の柱②】自立的な行財政基盤の確立（量的改革） 

 

第１ 業務改善の推進  

限られた経営資源を最大限に活用する観点から、行政内部の意思決定や管理事務の簡素

化を図るとともに、尐子高齢化の進展、学校施設をはじめとする社会基盤の老朽化による

更新需要の増大等の中・長期的な傾向を的確に把握しながら事業の選択と重点化を図り、

継続的な実施が困難な事業については早期に廃止を含めた見直しを行うなど、将来世代に

責任を持つ行財政運営を推進する。 

また、経済性や効率性とともに行政責任の確保、秘密保持等の多角的な観点から民間活

力の導入を検討し、これを積極的に推進することで、経費の節減及びサービスの向上を目

指す。 

 

１ 事務事業の重点化 

推 進 項 目 項番 ４３ 部局マニフェストの作成 

主 管 課 企画政策課 連 携 課  

推 進 内 容 

 市民への説明責任、部長等のマネジメント意識の向上及び職員間の目標共有を目的

として、各部長等が当該年度における部局の基本方針、重点的な取組内容等を盛り込

んだマニフェストを作成し、ホームページで公表する。 

数値目標等 平成２４年度：部局マニフェストの作成・公表 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 実施 ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ４４ 行政評価制度の推進 

主 管 課 企画政策課 連 携 課  

推 進 内 容 

 成果重視の市政を推進し、市民への説明責任を果たすため、外部評価の対象を拡大

しながら事務事業評価を継続するとともに、政策・施策評価の導入について検討し、

行政評価制度の充実を図る。 

数値目標等 
平成２３年度：外部評価の対象拡大 

平成２４年度：政策・施策評価の導入 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 



 

- 27 - 

２ 事務事業の再編整理 

推 進 項 目 項番 ４５ 事務事業の合理化 

主 管 課 企画政策課，関係各課 連 携 課  

推 進 内 容 

 行政評価の結果を踏まえ、不要不急又は有効性の低い事務事業の廃止・縮小、類似

する事務事業の整理統合など徹底した見直しを行い、事務事業の合理化を推進する。 

●各種福祉手当 ●休日診療・休日歯科診療 ●歳入歳出決算審査意見書 ほか 

数値目標等 

平成２３年度：休日診療・休日歯科診療の見直し【健康推進課】 

平成２４年度：各種福祉手当の見直し【高齢福祉課，障害福祉課】 

       歳入歳出決算審査意見書の見直し【監査事務局】 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ４６ 民間委託の推進 

主 管 課 企画政策課，関係各課 連 携 課  

推 進 内 容 

 経費の削減及びサービス水準の維持向上を図るため、民間委託が適当な事務事業に

ついては、行政責任の確保、個人情報の保護等に留意した上で、積極的に民間委託を

検討、実施する。 

●小学校給食調理等業務 ほか 

数値目標等 平成２３年度：小学校給食調理等業務の委託検討【学校給食課】 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

３ 事務執行の効率化 

推 進 項 目 項番 ４７ 文書審査の見直し 

主 管 課 文書情報課 連 携 課  

推 進 内 容 

 主管部課における決裁過程での文書審査を充実するなど、起案文書に係る事務能率

の向上の観点から、文書主管課長及び文書取扱者による文書審査のあり方全般につい

て検証、見直しを行う。 

数値目標等 平成２３年度：文書審査の見直しの検討 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ４８ 公共料金の一括支払 

主 管 課 会計課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 
 各施設で使用した電気、ガス、水道等の公共料金を事業者ごとに集約し、会計課に

おいて一括して支払う仕組みを構築することで、支払事務の効率化を図る。 

数値目標等 平成２４年度：公共料金の一括支払開始 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 実施 ➪ ➪ ➪ 
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推 進 項 目 項番 ４９ ＩＰ電話の導入 

主 管 課 総務契約課 連 携 課  

推 進 内 容 
 通信費の削減を図るため、ＩＰ電話に関する費用面及び技術面での動向を踏まえ、

導入の可否、方法等について調査・研究する。 

数値目標等 平成２３年度：ＩＰ電話の調査・研究 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

４ 行政情報化の推進 

推 進 項 目 項番 ５０ 文書管理システムの導入 

主 管 課 文書情報課 連 携 課  

推 進 内 容 
 文書の作成、収受から保存、公開、廃棄に至るまでのサイクルを一元的に管理する

文書管理システムを導入し、文書の適正管理を推進する。 

数値目標等 平成２３年度：文書管理システムの導入検討 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ５１ 校務支援システムの導入 

主 管 課 教育総務課 連 携 課  

推 進 内 容 

 学籍管理、成績管理、保健管理等、学校特有の事務処理を全ての小・中学校で統一

的に行える校務支援システムを導入し、校務の効率化及び情報セキュリティの確保を

実現する。 

数値目標等 
平成２３年度：校務支援システムの導入（村山学園） 

       校務支援システムの導入検討（その他の小・中学校） 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ５２ 電子計算組織の全体最適化 

主 管 課 文書情報課 連 携 課  

推 進 内 容 

 業務ごとに構築された電子計算組織を一元的に把握し、長期的な視点に立って費用

対効果や相互連携、アウトソーシング等を検証するなど、システムの入替え等の時期

を捉えて全体最適化を目指した取組を進める。 

数値目標等 平成２６年度：電子計算組織の全体最適化に向けた見直し 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ 実施 ➪ 
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第２ 公共施設の効率的な管理運営  

公共施設については、地域特性、財政状況等を総合的に勘案しながら適正な整備を行う

ことを基本とし、既存施設については、現在及び将来の需要、老朽化の状況等を踏まえて、

統廃合や機能の転換による利活用を図るとともに、効率的な管理運営方法を検討する。 

 

１ 公共施設の有効活用 

推 進 項 目 項番 ５３ 公共施設白書の作成 

主 管 課 財政課 連 携 課 施設課 

推 進 内 容 

 公共施設の現況を一元的に把握し、市民と認識を共有していくため、各公共施設の

利用状況、建築概要、維持管理費等を整理した公共施設白書を作成し、ホームページ

等で公表する。 

数値目標等 平成２５年度：公共施設白書の作成 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ 実施 ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ５４ 施設改修計画の策定 

主 管 課 施設課 連 携 課 企画政策課，財政課 

推 進 内 容 
 公共施設の改修を計画的に実施することで、施設を良好に維持し、その耐久性を確

保するとともに、各年度の財政負担の平準化を図るため、施設改修計画を策定する。 

数値目標等 平成２５年度：施設改修計画の策定 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ 実施 ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ５５ 省エネルギー対策の推進 

主 管 課 環境課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 地球温暖化防止及びエネルギー使用量削減の観点から、地球温暖化対策実行計画に

基づき、順次、各公共施設において省エネルギー診断、省エネルギー設備への改修等

の取組を進める。 

数値目標等 平成２４年度：省エネルギー設備への改修等 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 実施 ➪ ➪ ➪ 
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２ 民間活用の推進 

推 進 項 目 項番 ５６ 公共施設の自主管理 

主 管 課 地域福祉課，生涯学習スポーツ課 連 携 課  

推 進 内 容 

 地区集会所、老人福祉館等の地域施設等は、きめ細やかなサービスの提供及び自治

意識の高揚を図るため、協働の視点から、地域住民、利用団体等による主体的な施設

管理を念頭に置き、管理業務の包括的な委託や指定管理者制度の活用を進める。 

数値目標等 平成２３年度：公共施設の自主管理に向けた検討【地域福祉課，生涯学習スポーツ課】 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ５７ 指定管理者制度の活用 

主 管 課 企画政策課，関係各課 連 携 課  

推 進 内 容 

 公の施設について、サービスの向上及び経費の節減等を図るため、公の施設の指定

管理者制度の導入及び運用に関する指針に基づき、順次、指定管理者制度を導入する

とともに、モニタリングの実施により適正な管理を確保する。 

数値目標等 平成２４年度：つみき保育園への指定管理者制度の導入【子育て支援課】 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ５８ ＰＦＩ手法の活用 

主 管 課 企画政策課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 新たな公共施設等の整備に当たり、効率的かつ効果的なサービスの提供を実現する

ため、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して設計や建設、維持管理、運営

を行うＰＦＩ手法の活用を検討する。 

数値目標等 平成２４年度：ＰＦＩ手法の活用検討 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

 検討 ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ５９ 借上公営住宅の検討 

主 管 課 財政課 連 携 課  

推 進 内 容 

 既存市営住宅の老朽化対策として、従来、建替えを基本としてきたが、建設費及び

維持管理費の低減を図る観点から、民間事業者等が新築し、又は所有している住宅を

借り上げて供給する借上公営住宅制度について比較検討する。 

数値目標等 平成２３年度：借上公営住宅の検討 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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３ 公共施設の見直し 

推 進 項 目 項番 ６０ 若草集会所のあり方の検討 

主 管 課 障害福祉課 連 携 課  

推 進 内 容 
 老朽化が進む若草集会所について、設置目的、利用状況等を踏まえ、廃止を含めて

そのあり方を検討する。 

数値目標等 平成２３年度：若草集会所のあり方の検討 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ６１ 防災対策用資材センターの利活用 

主 管 課 防災安全課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 防災対策用資材センターについて、防災用資器材の保管場所及び災害時の救援活動

等の拠点としての機能に加え、平常時は主に防災意識の高揚、防災活動の推進等を目

的とした市民の利用に供する公の施設への転用を検討する。 

数値目標等 平成２３年度：防災対策用資材センターの利活用の検討 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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第３ 持続可能な財政基盤の構築  

分権型社会に対応できる財政基盤を構築するため、補助金等の適正化、公共工事の効率

的な執行、特別会計繰出金の抑制等により歳出全般の効率化及び財源配分の重点化を図る。 

また、厳しい財政運営が予想される中で、歳出の見直しと併せて、市税等の収納率の向

上や受益者負担の適正化、市有財産の有効活用など、自主財源の確保に積極的に取り組む。 

 

１ 自立的な財政運営 

推 進 項 目 項番 ６２ 中期財政計画の策定 

主 管 課 財政課 連 携 課  

推 進 内 容 

 将来の財政見通しを予想できる範囲で明らかにするとともに、中・長期的な視点に

立って将来に向けた健全な財政運営を行っていくための指針として、中期財政計画を

策定する。 

数値目標等 平成２４年度：中期財政計画の策定 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 実施 ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ６３ 各種財政指標の改善 

主 管 課 財政課 連 携 課  

推 進 内 容 

 財政運営の自立性を確保するため、健全化判断比率等により財政状況を把握すると

ともに、経常収支比率、自主財源比率及び公債費比率の目標値を設定し、財政規律を

保持した中で計画的な財政運営に努める。 

数値目標等 
平成２７年度：経常収支比率 ９０.０％  自主財源比率 ６０.０％ 

       公債費比率 ５.０％ 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ６４ 新地方公会計制度への対応 

主 管 課 財政課 連 携 課  

推 進 内 容 

 説明責任の履行及び財政の効率化・適正化を図るため、新地方公会計制度に基づく

財務書類４表（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算

書）を作成し、効果的に活用、公表する。 

数値目標等 平成２３年度：財務書類４表の作成・公表 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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２ 歳入の確保 

推 進 項 目 項番 ６５ 市税等収納対策の強化 

主 管 課 収納課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 自主財源の確保及び負担の公平性の観点から、年度ごとに具体的な数値目標を設定

し、市税等の滞納を累積化させないよう早期処理に努めるとともに、納税指導、滞納

処分など収納対策の更なる強化を図り、収納率の向上を目指す。 

数値目標等 平成２７年度：市税収納率 ９５.０％  国民健康保険税収納率 ７５.０％ 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ６６ 債権管理取扱指針の作成 

主 管 課 収納課 連 携 課 文書情報課，関係各課 

推 進 内 容 

 債権管理の一層の適正化を図るため、地方税の滞納処分の例により処分することが

できる債権等について、その法的根拠、時効等を整理し、債権管理に関する統一的な

事務処理等を定めた債権管理取扱指針を作成する。 

数値目標等 平成２４年度：債権管理取扱指針の作成 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 実施 ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ６７ 新たな財源の確保 

主 管 課 企画政策課，関係各課 連 携 課  

推 進 内 容 

 新たな財源を確保するため、広告の有料掲載、刊行物の有償頒布等の取組を継続す

るほか、公共施設の命名権、思い出ベンチ、法定外税等の先進事例について調査・研

究し、順次導入する。 

数値目標等 

平成２３年度：法定外税の調査・研究【企画政策課】 

       超過課税の調査・研究【課税課】 

平成２４年度：思い出ベンチの導入【道路公園課】 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ６８ 事務手数料の見直し 

主 管 課 市民課 連 携 課 課税課 

推 進 内 容 
 証明書発行等に係る事務手数料について、受益者負担の適正化の観点から、近隣市

の料金水準との均衡に留意しながら定期的に見直しを行う。 

数値目標等 平成２３年度：各種事務手数料の改定検討 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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推 進 項 目 項番 ６９ 公の施設使用料の見直し 

主 管 課 生涯学習スポーツ課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 
 公の施設使用料について、受益者負担の適正化の観点から、現行料金体系の妥当性

を検証し、必要に応じて算定基準を明確化した上で見直しを行う。 

数値目標等 平成２３年度：公の施設使用料の検証 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ７０ 公有財産の有効活用 

主 管 課 財政課 連 携 課  

推 進 内 容 

 未利用又は暫定利用中の公有財産を点検し、効率的、効果的な利用方法を検討する

とともに、庁内での利用が見込めない場合には、売却、有償貸付等を行うなど、積極

的な有効活用及び財源確保に努める。 

数値目標等 平成２４年度：公有財産の売却等 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 実施 ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ７１ 財源措置の要請 

主 管 課 財政課 連 携 課  

推 進 内 容 
 地方分権改革による事務及び権限の移譲に伴い、適切な財源措置が講じられるよう

機会を捉えて関係機関に対し要請する。 

数値目標等 各年度：財源措置の要請 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

３ 歳出の合理化 

推 進 項 目 項番 ７２ 補助金等の整理合理化 

主 管 課 企画政策課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 限られた財源の効果的な活用を図るため、補助金等検討協議会の意見等を踏まえ、

補助金等全般について定期的に検証し、整理合理化を推進することで、その総額の抑

制に努める。 

数値目標等 各年度：補助金等交付額 ７億５千万円以内 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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推 進 項 目 項番 ７３ 非常勤特別職の報酬等の検証 

主 管 課 職員課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 職務の内容に応じて年額、月額又は日額により支給されている行政委員会委員等の

非常勤特別職に対する報酬等について、市民の理解及び納得が得られるよう、他市の

状況等を踏まえながら支給方法及び報酬額を検証し、適切な見直しを行う。 

数値目標等 平成２３年度：非常勤特別職の報酬等の検証 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ７４ 時間外勤務等の抑制 

主 管 課 職員課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 
 ノー残業デーの継続、週休日の振替等の徹底のほか、勤務時間の弾力的運用の導入

等により、時間外勤務及び休日勤務を抑制する。 

数値目標等 各年度：時間外勤務及び休日勤務時間数 ４万時間以内 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ７５ 特別会計の経営健全化 

主 管 課 保険年金課，下水道課 連 携 課 財政課 

推 進 内 容 

 国民健康保険事業及び下水道事業に係る特別会計は、独立採算の原則にのっとり、

事業の効率化及び収入の適正化を図ることで健全経営の確保に努め、一般会計からの

繰出金の適正化を図る。 

数値目標等 
平成２７年度：国 保 繰出金割合 ２０％以内【保険年金課】 

       下水道 繰出金割合 １５％以内【下水道課】 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ７６ 計画的な基金管理・運用 

主 管 課 財政課 連 携 課 会計課 

推 進 内 容 

 将来にわたる財政運営の健全性を確保するため、基金に依存しない財政構造に転換

するとともに、財政調整基金の最低残高を標準財政規模の５％と定め、計画的な管理

及び運用により基金残高の確保に努める。 

数値目標等 各年度：財政調整基金残高 標準財政規模の５％以上 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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第４ 業務執行体制の整備  

多様な市民需要や行政課題に迅速かつ的確に対応していくため、簡素で合理的な組織機

構を基本に、柔軟で機動的な業務執行体制の整備を図る。 

また、限られた経営資源を効果的に配分する上で、内部管理経費の縮減が重要であるこ

とから、地方分権の進展等の状況を踏まえつつ、職員数の抑制を基本とした定員管理を進

め、時代の要請に応える給与制度の構築と運用の適正化を図るとともに、これらの情報を

分かりやすく公表する。 

 

１ 組織機構等の最適化 

推 進 項 目 項番 ７７ 組織機構の整備 

主 管 課 企画政策課 連 携 課  

推 進 内 容 

 地方分権の進展を見込みつつ、迅速な意思決定や機動性の確保、関係部局間の連携

強化に資するよう、継続的に組織機構の簡素化・合理化に取り組み、行政需要に即し

た横断的な組織運営に努める。 

数値目標等 各年度：組織機構の整備 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ７８ グループ制の推進 

主 管 課 企画政策課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 限られた職員を最大限に有効活用し、行政需要に即して最適な事務執行体制をとる

ことができるよう、適宜、グループの改編を行うなど、グループ制の効果的な活用を

図る。 

数値目標等 各年度：グループ制の推進 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ７９ 定員管理の適正化 

主 管 課 企画政策課 連 携 課  

推 進 内 容 

 適正な職員配置による行政運営を推進するため、定員適正化計画に基づき、計画的

に事務事業の統廃合、民間活力の導入等を実施し、職員数の抑制を基本とした適正な

定員管理に努める。 

数値目標等 平成２７年度：職員定数 ３７０人 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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推 進 項 目 項番 ８０ 勤務時間の弾力的運用 

主 管 課 職員課 連 携 課  

推 進 内 容 

 効率的な勤務体制を確保し、時間外勤務手当を縮減するため、窓口利用時間の延長

以外で夜間勤務が求められる場合に時差勤務制度を導入するなど、勤務時間の弾力的

運用について検討、実施する。 

数値目標等 平成２５年度：時差勤務制度の導入 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

 検討 実施 ➪ ➪ 

 

２ 職員給与等の適正化 

推 進 項 目 項番 ８１ 給与制度の見直し 

主 管 課 職員課 連 携 課  

推 進 内 容 

 国及び他の地方公共団体との均衡を考慮しつつ、職員の職務や責任、業績に応じた

給与体系を構築するとともに、通勤手当等各種手当の内容及び水準について、市民の

理解及び納得が得られるよう、社会情勢の変化に対応して継続的に見直しを行う。 

数値目標等 平成２３年度：通勤手当の見直し 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ８２ 旅費制度の見直し 

主 管 課 職員課 連 携 課  

推 進 内 容 
 出張基準の見直しを進め、宿泊を伴わない近距離圏内への出張に対する日当を廃止

する。 

数値目標等 平成２４年度：日当の部分廃止 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 実施 ➪ ➪ ➪ 

 

３ 危機管理体制の強化 

推 進 項 目 項番 ８３ 危機管理体制の整備 

主 管 課 防災安全課 連 携 課 関係各課 

推 進 内 容 

 平時から広範な危機事象の想定、情報収集等に努め、危機事象の発生時には迅速に

初動体制を確立し、全庁的な対応ができるよう、総合的な危機管理体制を整備する。 

 また、危機事象に迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ多様な危機事象を想定

し、その対処方針、情報伝達、行動手順等を定めた危機管理マニュアルを作成する。 

数値目標等 平成２４年度：危機管理マニュアルの作成 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 実施 ➪ ➪ ➪ 
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推 進 項 目 項番 ８４ 事業継続計画の策定 

主 管 課 防災安全課，健康推進課 連 携 課  

推 進 内 容 

 災害等の発生時に優先的に取り組むべき重要な業務を継続し、仮に中断した場合で

もできる限り最短で業務の復旧を図るため、資源配分、対応方針等を定めた事業継続

計画（ＢＣＰ）を策定する。 

数値目標等 
平成２３年度：事業継続計画の策定（新型インフルエンザ編）【健康推進課】 

平成２５年度：事業継続計画の策定（震災編）【防災安全課】 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ８５ 災害図上訓練の実施 

主 管 課 防災安全課 連 携 課  

推 進 内 容 

 地域を対象とした市民参加型の災害図上訓練を実施し、地図への記入を通して市民

自らが避難経路、避難場所等を確認し、地域の防災上の問題点等を把握することで、

防災意識の高揚及び地域防災力の向上を図る。 

数値目標等 平成２５年度：災害図上訓練の実施 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

検討 ➪ 実施 ➪ ➪ 

 

４ 関係団体の活性化 

推 進 項 目 項番 ８６ 社会福祉協議会の自立促進 

主 管 課 地域福祉課 連 携 課  

推 進 内 容 

 市と社会福祉協議会との役割分担を明確化する中で組織運営の合理化を総合的に

検討し、自立促進に向けた措置を講ずるよう要請するとともに、市の財政的支援及び

職員派遣のあり方について見直しを行う。 

数値目標等 平成２６年度：職員派遣の打切り 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 

 

推 進 項 目 項番 ８７ シルバー人材センターの自立促進 

主 管 課 地域福祉課 連 携 課  

推 進 内 容 

 団塊の世代の大量退職に伴い、シルバー人材センターの役割が高まる中で、法人の

独立性の観点から、民間からの受注を拡大するなど組織の自立化を一層推進するよう

要請するとともに、市の財政的支援のあり方について見直しを行う。 

数値目標等 平成２５年度：運営資金貸付金の貸付期間及び貸付額の縮小 

年 次 計 画 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

実施 ➪ ➪ ➪ ➪ 
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資料編 

 

第１ 行政改革大綱の策定経過  

１ 行政改革本部 

（略） 

 

２ 行政改革本部専門部会 

（略） 

 

３ 行財政運営懇談会 

（略） 
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第２ 参考資料  

１ 本市の財政状況 

 ⑴ 歳入の推移（普通会計決算ベース） 

（単位：千円） 

年度 合 計 
市          税 

地方交付税 国庫支出金 都 支 出 金 市 債 そ の 他 
合   計 うち市民税 うち固定資産税 

63 16,441,076 8,897,366 4,683,560 2,994,923 1,697,448 1,636,909 1,703,181 267,200 2,238,972 

元 16,516,294 9,076,931 4,869,402 3,186,420 992,761 1,688,977 1,768,138 154,400 2,835,087 

2 18,407,559 9,886,310 5,574,717 3,302,573 1,433,701 1,610,822 1,864,416 91,700 3,520,610 

3 18,776,280 10,113,066 5,411,200 3,589,597 767,611 1,586,401 1,932,902 57,000 4,319,300 

4 19,205,261 10,641,016 5,347,747 4,131,075 1,611,607 1,638,345 2,041,539 154,800 3,117,954 

5 19,855,674 10,595,649 5,066,327 4,350,459 1,351,442 1,863,546 2,263,476 577,000 3,204,561 

6 20,252,871 10,116,259 4,382,594 4,533,424 1,755,297 2,037,921 2,172,534 1,115,800 3,055,060 

7 20,568,363 10,339,675 4,409,855 4,664,718 1,815,220 2,076,536 2,167,301 976,600 3,193,031 

8 20,982,580 10,604,980 4,542,768 4,757,555 1,752,406 2,220,894 2,180,654 1,033,000 3,190,646 

9 20,659,494 10,669,688 4,505,530 4,751,019 2,091,091 2,096,479 2,213,017 881,900 2,707,319 

10 22,183,670 10,798,240 4,358,916 4,983,223 2,621,106 2,492,136 2,260,476 1,146,300 2,865,412 

11 22,697,275 10,534,613 3,892,737 5,174,673 2,676,944 2,833,651 2,204,051 520,800 3,927,216 

12 22,609,705 10,426,449 3,983,536 5,010,613 2,930,508 2,257,304 2,238,741 968,000 3,788,703 

13 24,626,641 10,406,714 4,128,795 4,874,468 2,443,948 2,750,589 2,276,703 2,395,000 4,353,687 

14 22,913,015 10,099,843 3,475,606 4,726,676 2,201,377 2,727,303 2,308,800 1,659,351 3,916,341 

15 21,917,054 9,164,722 3,323,298 4,497,070 2,382,138 2,644,148 2,246,633 1,705,700 3,773,713 

16 22,536,192 8,974,716 3,264,010 4,384,026 1,834,344 2,770,163 2,271,173 2,117,700 4,568,096 

17 23,417,421 9,112,975 3,344,346 4,452,411 1,765,221 3,051,561 2,457,037 1,199,100 5,831,527 

18 22,188,363 9,248,841 3,701,539 4,238,543 1,719,077 2,704,210 2,685,339 917,100 4,913,796 

19 22,392,676 10,772,724 4,729,300 4,688,401 1,392,832 2,888,888 2,959,504 685,350 3,693,378 

20 23,379,696 10,597,058 4,538,495 4,694,970 979,781 4,007,291 3,044,291 833,600 3,917,675 

21 25,094,389 10,266,979 4,218,177 4,691,204 1,389,137 4,106,874 3,511,689 1,082,800 4,736,910 
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■地方交付税は、国の三位一体の改革により、平成１６年度から減尐している。 

■国庫支出金は、平成２０年度が定額給付金給付費補助金により、平成２１年度が小中一貫校補助金等により増加した。 
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 ⑵ 歳出の推移（普通会計決算ベース） 

（単位：千円） 

年度 合 計 
義    務    的    経    費 

投資的経費 そ の 他 
合   計 人 件 費 扶 助 費 公 債 費 

63 16,015,344 7,544,439 3,135,565 2,994,528 1,414,346 1,479,691 6,991,214 

元 15,999,893 7,827,985 3,389,471 3,110,072 1,328,442 1,470,747 6,701,161 

2 18,037,185 7,922,188 3,648,335 3,220,252 1,053,601 2,065,103 8,049,894 

3 18,366,167 8,126,538 3,833,381 3,261,171 1,031,986 2,861,297 7,378,332 

4 18,658,344 8,543,522 4,143,340 3,409,119 991,063 2,111,180 8,003,642 

5 19,219,500 9,105,581 4,360,331 3,768,932 976,318 2,413,596 7,700,323 

6 19,653,235 9,613,842 4,448,687 4,085,270 1,079,885 2,471,245 7,568,148 

7 20,145,914 10,075,440 4,667,361 4,394,954 1,013,125 2,203,328 7,867,146 

8 20,363,421 10,548,591 4,773,859 4,727,422 1,047,310 2,017,334 7,797,496 

9 20,183,108 10,885,443 4,866,226 4,893,644 1,125,573 1,456,420 7,841,245 

10 21,208,451 11,352,010 4,892,741 5,209,066 1,250,203 2,022,932 7,833,509 

11 21,988,130 11,587,106 4,970,676 5,487,413 1,129,017 1,869,058 8,531,966 

12 21,796,980 10,793,553 4,857,027 4,825,378 1,111,148 2,692,295 8,311,132 

13 23,974,083 10,963,143 4,753,619 5,076,106 1,133,418 4,289,351 8,721,589 

14 22,117,851 11,461,897 4,718,072 5,476,208 1,267,617 2,383,132 8,272,822 

15 21,138,245 11,526,987 4,501,284 5,841,880 1,183,823 1,048,380 8,562,878 

16 21,109,472 11,436,890 4,447,088 6,047,084 942,718 1,253,274 8,419,308 

17 22,755,365 11,727,506 4,380,418 6,145,640 1,201,448 1,319,290 9,708,569 

18 21,448,459 11,753,399 4,419,506 6,177,345 1,156,548 927,965 8,767,095 

19 21,650,348 12,139,601 4,240,361 6,580,961 1,318,279 1,208,227 8,302,520 

20 21,705,294 12,443,727 4,136,728 6,863,502 1,443,497 1,310,662 7,950,905 

21 24,350,929 12,971,755 4,033,979 7,452,858 1,484,918 2,245,467 9,133,707 
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■人件費は、平成９年度から定員適正化計画を策定し、職員定数の適正化に努めてきた結果、減尐傾向にある。 

■扶助費は、介護保険制度の導入に伴い平成１２年度は減尐したが、その後、再び増加に転じている。 

■公債費は、平成６年度以降、国の政策減税により減税補てん債の発行が認められ増加に転じた。平成１３年度以降、

地方交付税の一部が臨時財政対策債に振り替えられ、近年、微増傾向にある。 

■投資的経費は、市民総合センター、温泉施設、総合体育館の整備に伴い、平成１３年度において増加した。 

■その他のうち、物件費は、指定管理者制度への移行等に伴い減尐傾向にあるが、補助費等は、平成１７、１８年度に

瑞穂斎場組合への加入に伴う負担金により増加した。 
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 ⑶ 主要財政指標の推移（普通会計決算ベース） 

（単位：千円，％） 

年度 歳 出 合 計 
地 方 債 
現 在 高 

積  立  金 公 債 費 
比 率 

公 債 費 
負担比率 

経常収支 
比 率 

財 政 力 
指 数 

自主財源 
比 率 

市 税 収 入 
現 在 高 うち財調 

63 16,015,344 8,818,824 5,043,597 2,439,277 12.3 9.0 74.2 0.820 61.4 8,897,366 

元 15,999,893 8,221,954 6,124,662 2,926,072 10.1 8.7 78.0 0.836 63.6 9,076,931 

2 18,037,185 7,788,123 8,440,135 3,346,938 9.6 7.5 69.7 0.841 64.0 9,886,310 

3 18,366,167 7,307,183 8,520,088 2,814,869 8.7 7.3 76.1 0.890 68.9 10,113,066 

4 18,658,344 6,930,243 9,467,960 3,037,201 7.8 6.7 75.3 0.874 64.9 10,641,016 

5 19,219,500 6,961,246 9,797,011 2,960,500 7.7 6.6 81.4 0.883 62.6 10,595,649 

6 19,653,235 7,429,632 10,105,350 2,996,904 7.9 6.9 83.9 0.850 57.9 10,116,259 

7 20,145,914 7,822,036 9,967,885 2,815,566 7.5 6.4 86.8 0.845 58.7 10,339,675 

8 20,363,421 8,229,324 9,399,632 2,216,864 7.4 6.5 88.9 0.837 59.3 10,604,980 

9 20,183,108 8,394,770 9,371,351 2,263,805 7.6 7.3 91.5 0.834 58.8 10,669,688 

10 21,208,451 8,675,219 9,397,881 2,288,674 7.2 7.7 86.0 0.815 54.3 10,798,240 

11 21,988,130 8,414,993 9,357,896 2,054,588 6.8 6.9 89.1 0.792 55.8 10,534,613 

12 21,796,980 8,585,249 9,195,405 2,577,638 6.7 6.7 85.3 0.771 53.8 10,426,449 

13 23,974,083 10,127,746 9,030,188 3,189,945 6.7 6.8 85.9 0.776 51.3 10,406,714 

14 22,117,851 10,768,157 8,749,322 3,236,044 7.1 7.5 90.4 0.785 53.1 10,099,843 

15 21,138,245 11,526,359 8,665,116 3,228,540 6.7 7.1 88.5 0.790 50.6 9,164,722 

16 21,109,472 12,908,068 7,953,889 2,666,693 5.4 5.6 93.0 0.799 50.9 8,974,716 

17 22,755,365 13,106,236 6,793,083 1,613,957 7.3 7.4 96.4 0.806 54.5 9,112,975 

18 21,448,459 13,071,865 6,128,706 1,293,840 6.1 7.4 94.7 0.826 53.1 9,248,841 

19 21,650,348 12,647,294 5,893,794 1,141,643 6.4 8.3 95.7 0.843 56.7 10,772,724 

20 21,705,294 12,238,852 5,754,238 1,103,013 6.3 8.8 99.2 0.872 54.6 10,597,058 

21 24,350,929 12,028,806 5,365,413 1,045,684 6.2 9.1 94.4 0.886 53.2 10,266,979 
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 ⑷ 各市の普通会計決算の状況（平成２１年度・主要財政指標） 

（単位：人，千円，％） 

区分 

市名 
人 口 歳 出 合 計 

地 方 債 

現 在 高 

積  立  金 公 債 費 

比 率 

公 債 費 

負担比率 

経常収支

比 率 

財 政 力 

指 数 現 在 高 うち財調 

八 王 子 市 551,216 192,112,850 126,326,133 13,498,084 7,011,912 8.6 12.4 87.1 1.032 

立 川 市 174,346 72,950,093 35,631,230 10,318,351 5,074,915 7.8 10.9 90.6 1.246 

武 蔵 野 市 135,065 57,260,843 22,629,091 28,163,848 6,260,368 2.3 6.8 86.4 1.605 

三 鷹 市 176,820 61,863,322 41,211,233 10,873,102 3,512,004 7.6 10.4 88.3 1.257 

青 梅 市 138,263 49,718,136 25,818,956 10,656,009 1,453,298 2.5 5.9 95.7 0.974 

府 中 市 245,438 85,565,774 40,216,803 37,342,289 4,396,224 4.3 7.1 86.1 1.341 

昭 島 市 111,265 40,401,137 22,371,547 5,351,964 2,489,758 6.2 9.1 96.9 1.119 

調 布 市 217,081 76,150,096 42,196,137 11,195,555 4,357,964 5.7 8.1 91.0 1.351 

町 田 市 417,919 126,627,552 56,902,863 18,896,363 6,404,812 4.2 8.0 89.5 1.153 

小 金 井 市 111,820 37,231,571 28,897,188 5,200,699 2,135,931 7.3 10.2 93.4 1.158 

小 平 市 179,120 53,188,651 34,157,873 7,884,071 2,686,339 8.8 11.7 96.7 1.070 

日 野 市 174,572 57,417,561 39,880,957 12,994,915 3,289,077 5.5 8.5 91.4 1.072 

東 村 山 市 150,450 44,461,295 37,410,678 3,648,789 1,387,336 9.6 13.0 91.1 0.873 

国 分 寺 市 116,182 38,773,947 29,379,919 6,815,005 2,209,842 9.9 12.8 98.1 1.095 

国 立 市 72,899 25,617,481 16,060,508 3,498,935 1,151,221 7.2 11.0 95.8 1.068 

福 生 市 58,023 21,453,086 10,376,426 6,201,904 1,641,279 5.6 8.5 99.6 0.792 

狛 江 市 76,251 23,396,513 21,061,516 1,559,073 418,604 13.0 15.7 95.8 0.926 

東 大 和 市 82,734 25,266,188 16,823,118 869,546 681,272 8.7 11.3 95.7 0.950 

清 瀬 市 72,734 26,913,307 19,122,753 1,523,885 805,897 9.1 12.0 95.3 0.732 

東久留米市 114,754 34,824,881 26,372,568 2,071,667 648,498 10.3 12.9 96.9 0.869 

武蔵村山市 70,150 24,350,929 12,028,806 5,365,413 1,045,684 6.2 9.1 94.4 0.886 

多 摩 市 145,596 47,680,994 23,304,510 8,907,714 1,430,413 4.7 8.3 91.2 1.237 

稲 城 市 82,543 28,608,306 16,943,533 10,113,036 3,406,320 6.6 9.4 85.7 0.967 

羽 村 市 56,077 20,354,961 12,476,636 4,207,070 1,642,716 6.3 8.8 101.3 1.121 

あきる野市 81,086 29,120,043 25,484,493 1,292,485 220,730 12.4 14.3 98.7 0.804 

西 東 京 市 191,614 63,644,385 52,434,797 8,154,768 3,387,226 6.3 12.1 91.1 0.968 

2 6市合計 4,004,018 1,364,953,902 835,520,272 236,604,540 69,149,640 186.7 268.3 2,423.8 27.666 

2 6市平均 154,001 52,498,227 32,135,395 9,100,175 2,659,602 7.2 10.3 93.2 1.064  

※人口は、平成２２年３月３１日現在の住民基本台帳人口。財政力指数は、３年度間の平均値。 
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２ 本市の職員数の状況 

 ⑴ 職員数及び人件費の推移 
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 ⑵ 年齢別職員構成の状況（各年４月１日現在） 
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（単位：人，％） 

  20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳  

区   分  ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  計 

  未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上  

平成22年 
職員数 0 13 20 14 19 56 48 33 58 44 74 6 385 

構成比 0.0 3.4 5.2 3.6 4.9 14.5 12.5 8.6 15.1 11.4 19.2 1.6 100.0 

平成17年 

( 5年前) 

職員数 0 0 10 16 69 44 37 56 57 88 68 1 446 

構成比 0.0 0.0 2.2 3.6 15.5 9.9 8.3 12.6 12.8 19.7 15.2 0.2 100.0 

平成12年 

(10年前) 

職員数 0 2 28 64 39 43 53 68 88 80 56 0 521 

構成比 0.0 0.4 5.4 12.3 7.5 8.3 10.2 13.1 16.9 15.4 10.7 0.0 100.0 

※一般職に属する職員数（教育長を含む。）であり、一部事務組合への派遣職員は含ま

ない。  

 

⑶ 各市の職員数の状況 
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※平成２２年地方公共団体定員管理調査及び住民基本台帳人口（平成２２年３月３１日現在）を基に作成。 
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第３ 用語解説  

（略） 

 


